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 本報告書の調査は、本件航空事故に関し、運輸安全委員会設置法及び国際民

間航空条約第１３附属書に従い、運輸安全委員会により、航空事故及び事故に

伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与すること

を目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  運 輸 安 全 委 員 会 

                    委 員 長  中 橋 和 博 
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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 海上保安庁所属 

ボンバルディア式ＤＨＣ－８－３１５型 
ＪＡ７２７Ｂ 
着陸時の機体損傷 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 1 - 

航空事故調査報告書 

 

所  属  海上保安庁 

型  式  ボンバルディア式ＤＨＣ－８－３１５型 

登録記号  ＪＡ７２７Ｂ 

事故種類  着陸時の機体損傷 

発生日時  平成２７年５月３０日 １５時５８分ごろ 

発生場所  仙台空港 

 

平成２８年６月２４日 

運輸安全委員会（航空部会）議決 

委 員 長  中 橋 和 博（部会長） 

委   員  宮 下   徹 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  田 村 貞 雄 

委   員  田 中 敬 司 

委   員  中 西 美 和 

 

１ 調査の経過 

1.1 事故の概要 海上保安庁所属ボンバルディア式ＤＨＣ－８－３１５型ＪＡ７２７Ｂは、

平成２７年５月３０日（土）、仙台空港に着陸した際、強い衝撃を伴う接地と

なり、機体を損傷した。 

機長ほか搭乗者に死傷者はいなかった。 

1.2 調査の概要 運輸安全委員会は、平成２７年６月４日、事故発生の報告を受け、本事故

の調査を担当する主管調査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。 

本調査には、事故機の設計・製造国であるカナダの代表が参加した。 

原因関係者からの意見聴取及び関係国への意見照会を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 飛行の経過 海上保安庁所属ボンバルディア式ＤＨＣ－８－３１５型ＪＡ７２７Ｂは、

平成２７年５月３０日、仙台空港に着陸する際、前脚に強い衝撃を伴う接地

となり機体を損傷した。同機には機長、訓練生及び同乗者の計８名が搭乗し

ていたが、死傷者はいなかった。 

機長及び訓練生の口述並びに飛行記録装置（以下「ＦＤＲ」という｡）及び

操縦室用音声記録装置（以下「ＣＶＲ」という｡）の記録によれば、飛行の経

過は概略次のとおりであった。 

同機は、副操縦員認定に係る同型式限定取得の訓練飛行のため、教官であ

る機長が右席に、訓練生が左席に着座し、訓練生の操縦で、１３時５８分に

花巻空港を離陸した。花巻空港での連続離着陸訓練を実施した後、花巻空港

の南東にある自衛隊高高度試験／訓練空域（Ｄ－１）において非常操作訓練

を実施し、当日最後の訓練科目であるフラップアップ・ランディング（フ 

ラップ０°での着陸）を実施するため、仙台空港へ向かった。 

機長及び訓練生は閖上
ゆりあげ

（仙台空港の目視位置通報点）到達手前でフラップ

アップ・ランディング・チェックリストを実施し、ピッチ角（機首上げ角）
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が６°を超えるようであれば操縦桿
かん

を前方に押し修正操作を実施することを

機長から訓練生に伝えた。また、Ｖref（着陸基準速度）を１２６ktとした。

同機は、仙台空港の滑走路０９の場周経路に進入し、着陸許可を得て１５時

５８分ごろに着陸した。 

訓練生は、着陸時に滑走路上の目標点標識付近に主脚を接地させたが、機

首がなかなか下がらないように感じた。このとき右席の機長は主脚接地時の

姿勢より機首が上がるように感じ、テールコンタクト（機体後方下部の滑走

路面との接触）を恐れて操縦桿を前方に押したところ、前脚が通常より大き

な衝撃とともに接地した。着陸滑走中、機長、訓練生共に、機体の異常を認

識することはなかったため、地上滑走を継続し、１６時０５分ごろ駐機場に

到着した。 

同機のエンジン停止後、同乗整備士の機外点検により前脚の損傷が発見さ

れた。その後、詳細点検が実施され、前脚下部の摩耗痕、前脚部品損傷、前

方胴体外板の変形が発見された。前脚下部部品の摩耗痕から滑走路との接触

が疑われたため、航空局による滑走路面の点検が実施され、機体接触が原因

と思われる擦過痕が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 推定進入経路図 

 

ＦＤＲ及びＣＶＲの記録によれば、１５時５８分２１秒ごろピッチ角が上

昇し始め、６°を超えた頃からエレベーター舵
だ

角が機首下げ方向に変化して

いた。同２３秒ごろからピッチ角は減少し始め、同２４秒ごろに主脚が接地

した後もピッチ角は減少を続け、同２５秒ごろ、前脚が一度接地した。前脚

接地の直前から、エレベーター舵角は再び機首上げ方向に変化し、前脚が一

度接地した後、ピッチ角が上昇した。同２７秒ごろ、ピッチ角が３.５°を超

えた時点で、エレベーター舵角が機首下げ方向へ大きく変化し、同２８秒ご

ろに前脚が再び接地した。このときの垂直加速度（Ｇ）の記録値は＋１.４７

であった。またＣＶＲには衝撃音が記録されていた。 

 

 

 

 

 

閖上/YURIAGE 

国土地理院 電子国土基本図（地図情報） 

仙台空港 
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図２ 事故発生時のＦＤＲの記録1 

2.2 死傷者 なし 

2.3 損壊 航空機の損壊の程度 中破 

・前脚 支柱最下部の一部摩耗、緩衝支柱部品破損、両タイヤ変形痕 

・胴体 前脚取付部後方の胴体左右外板変形 

写真１ 事故機 
                                                                                          
*1 「ＷＯＷ」とは、Weight On Wheelの略であり、各脚にかかる荷重により作動するセンサーからの信号によりＦＤＲ

に記録されるデータのことをいう。同機では、前脚及び両主脚全てにおいて荷重がかかっている場合にＦＤＲには

「ＧＮＤ」と記録され、各脚のいずれか一つでも荷重がかからなくなると、たとえ残りの脚が接地し十分な荷重がか

かっていても「ＡＩＲ」と記録される。 

主脚接地 前脚再接地 

（エレベーター舵角） 

前脚接地 

*1 

（ピッチ角） 

（横方向加速度） 

（垂直加速度） 

（機速） 

（電波高度） 

（日本標準時） 

（エンジントルク） 



- 4 - 

前脚支柱下部摩耗状況      前脚緩衝支柱部品破損状況 

 タイヤ変形痕           胴体外板変形箇所 

2.4 乗組員等 (1) 機長（教官）  男性 ４５歳 

事業用操縦士技能証明書（飛行機）    平成 ６ 年 １ 月２７日 

限定事項 ボンバルディア式ＤＨＣ－８型 

平成２２年１１月１１日 

第１種航空身体検査証明書 

有効期限               平成２７年 ６ 月 ３ 日 

総飛行時間                 ４,６５９時間５７分 

最近３０日間の飛行時間            ３４時間３５分 

同型機による飛行時間            １,６１７時間００分 

最近３０日間の飛行時間            １４時間１５分 

訓練教官資格 

機長は指導操縦員（仙台航空基地でのみ有効な教官資格）の資格

を取得していた。 

機長は事故発生当日が、仙台航空基地における教官認定後、最初

の訓練飛行であった。 

他航空基地での教官総飛行時間        ２０時間５０分 

(2) 訓練生  男性 ３２歳 

事業用操縦士技能証明書（飛行機）    平成２２年１２月２４日 

限定事項 陸上多発機         平成２１年１２月２８日 

第１種航空身体検査証明書 

有効期限               平成２８年 １ 月１３日 

総飛行時間                  ５３０時間０４分 

最近３０日間の飛行時間             ４時間００分 

同型機による飛行時間              １５時間５０分 

最近３０日間の飛行時間             ４時間００分 

2.5 航空機等 (1) 航空機型式         ボンバルディア式ＤＨＣ－８－３１５型 

製 造 番 号                        ５８６ 

前脚前方下部から 前脚後方から 

前車輪右タイヤ 

右側前方胴体 
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製造年月日                平成１４年 ６ 月 ９ 日 

耐空証明書                 第東－２６－５６４号 

有効期限                平成２８年 ３ 月 ４ 日 

耐 空 類 別                    飛行機 輸送Ｔ 

総飛行時間                 １６,２０４時間１５分 

(2) 重量及び重心位置 

事故当時、同機の重量は３６,０１５.９lb、重心位置は２１.８％ＭＡ

Ｃ*2と推算され、いずれも許容範囲内にあったものと推定される。 

2.6 気象 （仙台空港の観測記録及び同機乗務員の口述） 

定時飛行場実況気象（１５時００分） 

風向 １４０°、風速 ８kt、卓越視程 ３５km、 

雲 ＦＥＷ １,０００ft（層雲）、気温 ２２℃、露天温度 １６℃､ 

高度計規正値（ＱＮＨ） ２９.５１inHg 

同機が場周経路上を飛行中、タワーから同機へ通報された風向／風速

は、１５０°／０８ktであった。 

2.7 その他必要な事

項 

(1) フライトレコーダーに関する情報 

同機には、約２５時間記録が可能な米国ハネウェル社製ＦＤＲ及び約

２時間記録可能な米国ハネウェル社製ＣＶＲが装備されており、いずれ

にも事故発生当時の記録が残されていた。 

フライトレコーダーの時刻校正は、管制交信記録に記録された時報

と、フライトレコーダーに記録されたＶＨＦ無線送信信号及び管制交信

を対応させることにより行った。 

(2) 事故現場に関する情報 

事故の発生した仙台空港の滑走路０９は、長さ３,０００ｍ、幅４５

ｍで、滑走路０９進入端から約７４３ｍ、滑走路中心線進入方向右側

（南側）約５ｍの地点に、長さ約２.２ｍの擦過痕があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 同機の進入方向と滑走路上の擦過痕 

 

 

 

 
                                                                                          
*2 「ＭＡＣ」とは、Mean Aerodynamic Chordの略であり、空力平均翼弦のことをいう。翼の空力的な特性を代表する翼

弦のことで、後退翼など翼弦が一定でない場合にその平均を表す。２１.８％ＭＡＣとは、この空力平均翼弦の前から

２１.８％の位置を示す。 

 

約７４３ｍ 

進入方向 

 

タワーから通報された風情報 

風向 １５０° 

風速 ８kt 



- 6 - 

(3) フラップアップ・ランディングに関する情報 

同庁の航空機運用規程に次の記述があった｡（抜粋） 

ＦＬＡＰ ＵＰ ＬＡＮＤＩＮＧ 

（中略） 

CAUTION : Tail Contactの恐れがあるので、Landing時の Pitch 

Attitudeは６°を超えないこと。 

NOTE  : Main Gear 接地後、速やかに Nose Gear を接地させ

る。 

 

３ 分析 

3.1 気象の関与 なし 

3.2 操縦者の関与 あり 

3.3 機材の関与 なし 

3.4 判明した事項の

解析 

(1) 気象の解析 

事故当時、仙台空港には１５０°方向から８ktの定常的な風が吹いてい

た。仙台空港の当該着陸滑走路方向は０９であることから、同機は、右約

６０°方向から風を受けていたと考えられる。このときの横風成分は約７

ktであり、通報情報及び口述には突風等に関する情報もないことから、事

故当時の気象は、着陸操作に影響を与えるものではなかったものと推定さ

れる。 

(2) 主脚接地から前脚接地に至るまでの状況 

ＦＤＲの記録並びに機長及び訓練生の口述から、同機の主脚が接地した

後、前脚が一旦接地したが、前脚接地の直前、操縦桿を支える（機首下げ

を緩やかにする）操作によりエレベーター舵角が機首上げ方向に変化し、

その後、操縦桿の支えを緩める操作の遅れ、及び前脚接地の反動により機

首が再び上がり始め、ピッチ角が約３.５°を超えた時点で、機首下げ操

作が行われたものと考えられる。 

(3) 前脚再接地時の操縦操作 

ＦＤＲの記録並びに機長及び訓練生の口述から、前脚は一旦接地した

が、再び機首が上がり始めた後、再度前脚が接地するまでに操縦桿が約１

秒間押され、その間にエレベーター舵角は約＋７°から－１５°まで大き

く変化した。これは、テールコンタクトの恐れを感じた機長が操縦桿を前

方に押したことによるものと考えられる。この急激かつ大きな機首下げ操

作により、前脚が強く再接地し、前脚及び胴体前方外板が損傷するに至っ

たものと考えられる。このときの最大垂直加速度（Ｇ）の値は＋１.４７

と記録されていた。 

 

４ 原因 

本事故は、同機が着陸の際、主脚接地後に機首が急激に下がり前脚が強く接地したため、前脚部品

が損傷し、胴体外板の変形が発生したことによるものと考えられる。 

同機の前脚が強く接地したことについては、前脚が一旦接地した後に再び機首が上がり、機首上げ

姿勢が過大になる傾向になったとき、テールコンタクトの恐れを感じた機長が、急激かつ大きな機首

下げ操作を行ったことによるものと考えられる。 

 


